
購  入  数  内  訳  書

例示A（メーカー等） 例示B（品名・品番等） 仕 様 等

1 01 要 防蜂網 トーヨーセーフティ No.91DX
左記と同等品

12 個

2 01 要 空調服ベスト ジーベック XE98010
左記と同等品
Lサイズ　ベスト型　ターコイズブルー

6 着

3 01 要 空調服用スターターキット
空調服(Air Conditioning
Clothes)

SKSP02G

左記と同等品
上記No.●空調服用　グレー
7.2V　ファン2個（FAN2200GF）・ケーブル
（RD9261）・バッテリーセット（LISUPER1）

6 個

4 01 要 鉈 太陽興産 オリジナル並巾腰鉈
左記と同等品
ホック止吊皮加工、土佐刃物高光印、刃巾：
5.3cm、長さ：21cm、右手用

2 挺

5 01 要 鋸 シルキー 356-36
左記と同等品
ビッグボーイ2000本体
刃渡360㎜　6.5枚刃/30㎜　405ｇ

2 挺

6 01 要 鋸 シルキー 419-42
左記と同等品
刃渡420mm　6.5枚刃/30mm　715g

1 本

7 01 要 鋸替刃 シルキー 357-36
左記と同等品
ビッグボーイ 2000替刃

2 枚

8 01 要 鋸替刃 シルキー 420-42
左記と同等品
419-42替刃 3 枚

9 01 要 鋼付草刈鎌 大進 206102
左記と同等品
金葉　195ｍｍ

10 丁

10 01 要 皮手袋 富士グローブ F-803
左記と同等品
レインジャー型アテ無、色：白、サイズ：M

2 双

11 01 要 皮手袋 富士グローブ F-803
左記と同等品
レインジャー型アテ無、色：白、サイズ：L

2 双

12 01 要 皮手袋 富士グローブ F-803
左記と同等品
レインジャー型アテ無、色：白、サイズ：LL

4 双

13 01 要 防寒手袋 ダイヤゴム DLU7504108P
左記と同等品
ダイローブ102F、ファスナー付き、色：イエ
ロー、サイズ：M

1 双

14 01 要 防寒手袋 ダイヤゴム DLU7504109P
左記と同等品
ダイローブ102F、ファスナー付き、色：イエ
ロー、サイズ：L

3 双

15 01 要 防寒手袋 ダイヤゴム DLU7504110P
左記と同等品
ダイローブ102F、ファスナー付き、色：イエ
ロー、サイズ：LL

3 双

16 01 要 防寒手袋
ショーワ
グローブ

NO282R-L
左記と同等品
防寒テムレス　ブルー　Lサイズ

4 双

17 01 要 前掛ズボン 太陽興産 オリジナル防汚衣
左記と同等品
通気性、ファスナーなし、サイズ：L

2 着

18 01 要 前掛ズボン 太陽興産 オリジナル防汚衣
左記と同等品
通気性、ファスナーなし、サイズ：LL

4 着

19 01 要 腕抜き 東洋物産 オリジナル腕抜き
左記と同等品
綿100％、巾20×長38cm、袖口ウーリーゴム
使用

5 双

20 01 要  ツールバッグ モンベル #1132178
左記と同等品
ロガーツールバッグ、色：GM、サイズ：M

3 個

21 01 要 マップケース 太陽興産 オリジナルマップケース
左記と同等品
ビニール・緑帆布製肩掛付、サイズ：L250×
H340 ×W40mm

1 個

22 01 要 マップケース 東洋物産
左記と同等品
33cm×27cm×巾4cm
牛革製　チャック付き、肩掛け付

1 個
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23 01 要 キルビメーター カワバタ CV-10Ｉ
左記と同等品
コンカーブ10
色：アイボリー

1 個

24 01 要 キルビメーター ウチダ 014-0145
左記と同等品

2 個

25 01 要 コンベックス タジマ GL25-55BL
左記と同等品

2 個

26 01 要 検測稈 宣真工業株式会社
間隔測定桿
メジャーポール8ｍ
（MP－８T）

左記と同等品
全天候型 1 個

27 01 要 女竹
Φ15mm、長さ7尺、先端
カット加工

10本セット 左記と同等品 160 組

28 01 要 ロガーブーツ モンベル 1132209 GM 26.5

左記と同等品
色：ダークグレー
サイズ：26.5ｃｍ

2 足

29 01 要 オリジナル入林届出箱 太陽興産
左記と同等品
本体
W290×D630×H470㎜　防腐塗装

2 個

30 01 要 オリジナル入林届出箱（支柱） 太陽興産
左記と同等品
支柱
φ120×1800㎜　防腐塗装

2 本

31 01 要 一般透明ビニールフイルム アキレス MAJ-03-915-50
左記と同等品
厚0.3㎜×幅915㎜×長50m

1 巻

32 01 要 HZロープ 高木網業 364432
左記と同等品
緑 9mm×200ｍ

5 巻

33 01 要 ドリルアンドステップドリルセット ワールドツール 2011000011154
左記と同等品
アストロプロダクツ　1/4HEX　10本組

1 個

34 01 要 ジャンボスレー 三甲 803800RE00
左記と同等品
赤
外寸920㎜×410㎜×155㎜

2 台

35 01 要 ピットベルト マキタ A-10590
左記と同等品
１組10本入

3 組

36 01 要 タジマ Gロック-19 TJMデザイン GL19-55BL
左記と同等品
5.5ｍ　メートル目盛

1 個

37 01 要 ロープ杭 カワバタ
左記と同等品
鉄製　D16mm×1300mm　リング2段
黄色塗装　10本組

2 組

38 01 要 耐候性大型土のう 前田工繊 BOS-2ON-3PF
左記と同等品
ツートンバック耐候性　Φ1100×1100mm
2t用

100 枚

39 01 要 土のう 荻原工業 UVB30BOX
左記と同等品
耐候性土のう　黒　48×62cm
30枚入

10 箱

40 01 要 番号錠 アイワ金属 AP-025C
左記と同等品
デジタルロック　500mm
番号は別途指定

75 個

41 01 要 彫刻刀 マルイチ 32268
左記と同等品
SX全鋼　右用　5本組 1 個

42 01 要 オリジナル木製輪尺 太陽興産
左記と同等品
ホワイト輪尺　中堀式　HSRT型
測定尺アルミ枠　46cm

2 個



北海道森林管理局 随意契約見積心得

（目的）

第１条 北海道森林管理局所掌に係る随意契約により見積りをしようとする者

（以下「見積人」という。）は、法令その他別に定めるもののほか、この心

得の定めるところによるものとする。

（見積人の資格）

第２条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等（会計法第29条の３

第１項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）から見積参加者として

の通知を受けた者でなければならない。

（見積等）

第３条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の

上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、

契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内

で関係職員の説明を求めることができる。

２ 見積人は、見積書（様式第１号）を作成し、封かんの上見積人の氏名（法

人にあっては、法人名）、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示し

た日時までに契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、電子入札システム等により見積書を提出する場合は、同システム

において見積書を作成し、見積依頼通知書に示した日時までに提出し、見積

書受付票を受理しなければならない。

３ 見積人は、契約担当官等においてやむを得ないと認められたときは、見積

書を郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒と

し、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、表封筒に封かんの上、「見積書

在中」と明記して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければな

らない。

４ 見積人は、見積書を一旦提出した後は、開封の前後を問わず、その引き換

え、変更又は取り消しをすることができない。

５ 見積人が、代理人によって見積りさせるときは、見積書の提出前に代理人

の資格を示す委任状（様式第２号）を見積担当職員に提出するものとし、見

積書には代理人の表示をしなければならない。

６ 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項（様式第３号）について見積書の

提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したもの

とする。



（公正な見積りの確保）

第３条の２ 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

（無効の見積り）

第４条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。

一 委任状を提出しない代理人のした見積り

二 記名を欠く見積り（電子入札システム等による場合は、電子証明書を取

得していない者のした見積り）

三 金額を訂正した見積り

四 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り

五 同一事項の見積りについて、同一人が２通以上なした見積り又は見積人

若しくはその代理人が他の見積人の代理をした見積り

六 見積時刻に遅れてした見積り

七 その他、見積りに関する条件に違反した見積り

八 暴力団排除に関する誓約事項（様式第３号）について、虚偽又はこれに

反する行為が認められた見積り

（契約の相手方の決定）

第５条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲

内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。

２ 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積

りを行うことがある。この場合第１回目の最高又は最低の見積価格を下回る

又は上回る価格で見積りをした者の見積りは無効とし、当該見積りに係る第

３回目以降の見積参加者の資格を失うものとする。第３回目以降に行う見積

りについても上記を準用して行うものとする。

ただし、建設工事の随意契約見積りの場合にあっては、見積執行回数は、

原則として、２回を限度とするものとする。

３ 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない

場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。

４ 第２項の見積りには、郵便により見積りを行った者又は前条に規定する無

効の見積りをした者は参加することができないものとする。

５ 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が２人以上あるときは、

直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものと

する。

６ 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵

便又は電子入札システム等による見積者で当該見積りに立ち会わない者があ



るときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるもの

とする。

（契約書等の提出）

第６条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付さ

れた契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して７日以内

（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項各号に

規定する行政機関の休日を含まない）に、これを契約担当官等に提出しなけ

ればならない。

２ 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出

しないときは、これを契約の相手方としないことがある。

３ 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約

の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出し

なければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示し

たときは、この限りでない。

契約書の作成を要しない場合であっても、支払の時期については、「政府

契約の支払遅延防止等に関する法律｣(昭和24年12月12日付け法第256号)第６

条の規定により、支払い請求を受けた日から工事代金については40日以内、

その他の給付に対する対価については30日以内とする。

４ 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年

法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）第９条に定める対象建設

工事である場合は、第１項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条

第１項の規定に基づく説明及び第13条第１項の規定に基づく協議を行わなけ

ればならない。

（業務等完了保証人）

第７条 契約の相手方は、測量・建設コンサルタント等及び製造（以下この条

において「業務等」という。）の請負契約については、自己に代わって自ら

業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることがで

きる。

２ 前項の保証人は、次に掲げる基準に適合している者から選定しなければな

らない。

当該業務等の請負契約について、競争参加者選定事務取扱要領の制定につ

いて（平成１３年４月１６日付け１２林国管第７３号）第１７条に規定する

指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有

すると認められる者であること。

３ 前項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならな



い。

（異議の申立）

第８条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契

約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。

（その他の事項）

第９条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものと

する。

附 則

この心得は、平成２５年４月１日から施行する。

平成２６年 ９月 １日一部改正。

平成２８年 ４月１４日一部改正。

平成３１年 ４月 ８日一部改正。

令和 ３年 ２月２６日一部改正。

令和 ５年 ３月 ２日一部改正。



様式第１号（第３条） 

 

 

 見 積 書 

 

 令和 年 月 日 

分任支出負担行為担当官 

上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿 

 
（見積人） 

住 所 
商号又は名称 

代表者氏名 

（代理人） 

 氏 名 

￥ 

ただし、上川中部森林管理署現場用品類購入の代金 

 

上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。 

（注意事項） 

１ 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 

２ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。 



様式第２号（第３条）

委 任 状

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

１ 見積年月日 令和 年 月 日

２ 件 名

３ 見積書提出に関する一切の件

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

担当官

長

殿



様式第３号（第３条）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２の

いずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を

被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日

の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合は

その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結

する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

しているとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与しているとき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用す

るなどしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

（１） 暴力的な要求行為を行う者

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。



　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

上川中部森林管理署 総務グループ　経理担当 　宛
TEL：050-3160-5745（IP) 会社名：

担当者：

　　TEL：

　　FAX：

署調達物品に係る同等品の確認等について

No. 品　　　名 例示品（品質・規格等） 同等品申請 判定 備　　　考


